
備品貸出しについて
【目的】
備品の貸出しを行うことで、白岡市の地域福祉の増
進を図る
（地域の方々が自由に参加できるイベントなど）

【対象者】
社協会員（どんぐりくん募金）など

【使用場所】
白岡市内

【費用】
無料

【貸出し期間】
7日間以内

貸出しルール
・転貸しない
・営利目的での使用は禁止
・適切な管理
・備品貸出し点検表への記入

申請者が自己の責任により備品を毀損、又は故障させた場
合は、申請者は責任をもって弁償、又は修繕を行うこと。

注意事項

備品の購入費や、修繕費は社協会員の会費（どんぐ
りくん募金）で成り立っております。
みんなで長く使用するためにも点検表への記入や、
原状に回復し返却することを心がけましょう。

白岡市社会福祉協議会
問い合せ：0480-92-1746
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